
幕
別
町
は
、
職
員
の
働
き
が
い

と
暮
ら
し
の
安
定
を
は
か
る
た

め
「
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
」
を
推

進
し
て
き
た
。
し
か
し
、
職
員
の
時
間

外
労
働
は
一
人
平
均
年
１
８
９
時
間

で
、
過
労
死
ラ
イ
ン
の
１
０
０
時
間
を

超
え
て
い
る
職
員
も
い
る
。
賃
金
も
１

９
９
８
年
以
降
の
27
年
間
で
２
・
６
４

％
し
か
上
が
っ
て
い
な
い
。
病
気
に
よ

る
休
職
者
、
中
途
退
職
者
も
増
え
、
今

や
「
公
務
員
の
な
り
手
不
足
」
と
ま
で

言
わ
れ
て
い
る
。
背
景
に
は
、
１
９
８

０
年
代
以
降
、
国
が
進
め
て
き
た
規
制

緩
和
や
行
政
の
ス
リ
ム
化
に
よ
り
、
30

年
間
で
47
万
人
も
の
地
方
公
務
員
が
削

減
さ
れ
、
今
後
、
情
報
技
術
を
活
用
し

職
員
を
半
減
に
す
る
「
自
治
体
戦
略
２

０
４
０
構
想
」
の
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

「
住
民
の
福
祉
の
増
進
」
を
使
命
と
す

る
職
員
が
、
ゆ
と
り
を
持
っ
て
仕
事
に

従
事
し
、
町
民
と
の
良
好
な
関
係
を
築

け
る
よ
う
以
下
の
点
を
伺
う
。

⑴
「
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
」
の
取

組
の
評
価
は
。

⑵
時
間
外
勤
務
の
縮
減
に
つ
い
て
。

⑶
職
員
定
数
と
配
置
に
つ
い
て
。

⑷
男
女
の
賃
金
格
差
に
つ
い
て
。

⑸
会
計
年
度
職
員
の
公
募
の
見
直
し
に

つ
い
て
。

⑹
町
民
対
応
に
つ
い
て
、
窓
口
を
わ
か

り
や
す
く
し
、
温
か
く
迎
え
る
体
制
に
。

  
町　

長

町　

長  
⑴
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
取
組
と

し
て
、
有
給
休
暇
取
得
促
進
や
育
児
休

業
制
度
の
活
用
、
定
時
退
勤
の
声
か
け

な
ど
を
実
施
。
有
給
休
暇
取
得
は
職
員

能
力
発
揮
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
、

全
職
員
に
年
５
日
の
取
得
を
呼
び
か

け
、
過
去
３
年
で
取
得
日
数
は
年
々
増

加
し
て
い
る
。
ま
た
、
育
児
休
業
に
関

し
て
は
、
女
性
職
員
の
取
得
率
１
０
０

％
を
維
持
し
つ
つ
、
男
性
職
員
も
令
和

６
年
度
に
は
１
０
０
％
を
達
成
し
た
。

さ
ら
に
「
育
児
参
加
休
暇
」
や
「
産
後

パ
パ
育
休
」
と
い
っ
た
柔
軟
な
制
度
の

導
入
に
よ
り
、
男
性
職
員
が
育
児
休
業

等
を
取
得
し
や
す
い
雰
囲
気
が
醸
成
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
毎
週
水
曜
日
を
「
ノ

ー
残
業
デ
ー
」
と
定
め
、
定
時
退
勤
の

声
か
け
な
ど
の
徹
底
に
よ
り
時
間
外
勤

務
の
合
計
時
間
数
は
逓
減
傾
向
に
あ
る
。

⑵
令
和
６
年
度
の
時
間
外
勤
務
は
、
一

人
当
た
り
１
８
９
時
間
で
あ
る
が
、
労

働
基
準
法
上
限
数
の
年
間
３
６
０
時
間

を
超
え
た
職
員
は
27
人
、
月
45
時
間
を

超
え
た
職
員
は
70
人
で
、
最
多
の
職
員

は
７
５
３
時
間
で
あ
っ
た
。
時
間
外
勤

務
は
業
務
繁
忙
期
や
突
発
的
な
業
務
対

応
に
よ
り
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
増
加

は
衆
議
院
議
員
選
挙
や
給
付
金
事
務
な

ど
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
、
公
務
の
性

質
上
、
部
署
に
よ
る
偏
り
は
避
け
が
た

い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

⑶
職
員
の
総
定
数
２
６
５
人
に
対
し
、

職
員
数
は
本
年
３
月
末
現
在
で
２
４
６

人
、
４
月
１
日
現
在
で
２
５
５
人
で
あ

る
。
必
要
最
小
限
の
職
員
で
最
良
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
基
本

と
し
、
社
会
情
勢
の
変
化
や
事
務
量
増

加
に
伴
い
人
員
配
置
を
適
正
化
し
て
き

た
。
今
後
も
退
職
や
年
齢
構
成
を
考
慮

し
つ
つ
、
計
画
的
な
職
員
採
用
を
行
い
、

適
切
な
定
員
管
理
に
努
め
る
。

⑷
令
和
６
年
度
の
男
性
給
与
に
対
す
る

女
性
給
与
の
割
合
は
、
全
職
員
で
70
・

４
％
と
公
表
し
て
い
る
。
そ
の
差
異
が

大
き
い
原
因
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
職
員
に

保
育
士
や
介
護
支
援
専
門
員
な
ど
女
性

が
多
く
、
女
性
の
平
均
賃
金
が
下
が
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
時
間
外

手
当
や
扶
養
手
当
等
で
男
性
へ
の
支
給

割
合
が
高
い
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
。

差
異
が
大
き
い
原
因
は
特
定
さ
れ
る
も

の
で
、
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の
原

則
に
基
づ
い
て
お
り
、
男
女
間
の
賃
金

格
差
が
生
じ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

⑸
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
は
、
臨
時

的
・
一
時
的
業
務
へ
対
応
す
る
も
の
で

あ
り
、
再
雇
用
の
恒
常
化
は
制
度
の
形

骸
化
や
組
織
の
多
様
性
を
損
な
う
懸
念

が
あ
る
。
地
方
公
務
員
法
に
基
づ
き
、

公
募
に
よ
る
平
等
な
雇
用
機
会
を
確
保

し
、
競
争
試
験
ま
た
は
選
考
で
任
用
す

る
が
、
継
続
勤
務
希
望
者
は
評
価
に
基

づ
く
選
考
で
採
用
方
法
を
簡
素
化
す
る
。

⑹
職
員
が
来
庁
者
に
安
心
感
を
与
え
信

頼
関
係
を
深
め
る
た
め
、
毎
年
採
用
時

研
修
や
広
域
研
修
に
加
え
、
全
職
員
を

対
象
に
接
客
マ
ナ
ー
研
修
を
開
催
し
て

い
る
。
今
後
も
研
修
を
通
じ
て
接
遇
意

識
を
向
上
さ
せ
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
満

足
度
向
上
に
努
め
る
。　

■ 一 般 質 問 ■ 

⓰2026.2 月号

答問
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
充
実
を
図
る
取
組
を
実

施
し
て
い
る

町
職
員
が

「
住
民
福
祉
の
増
進
」
の
た
め
に
力
を

発
揮
し
、
生
き
が
い
の
持
て
る
職
場
に

問

中橋　友子 議員
（副議長）

⓬
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